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会議録 

会議名 令和４年度第３回八王子市消費生活審議会 

日時 令和４年１２月２２日（木）午後２時００分～午後４時００分 

開催場所 クリエイトホール１０階 第２学習室 

出
席
者
等
氏
名 

委
員 

会長 朝日ちさと、副会長 渡邊隆、佐久間志緒里、中根悠貴 

清水栄、百瀨幸夫、赤木省三、野崎忠行（敬称略） 

事
務
局 

立花等市民部長、橋本光太郎消費生活センター所長、 

奈良貴代課長補佐兼主査、渡邊圭一主任、辻清江主任                  

欠
席
委
員 

吉井悠祐、長谷川薫（敬称略） 

議題等 

【議事】 

（１） 第２期八王子市消費生活基本計画及び八王子市消費者教育推進計画に
基づく令和３年度事業実施の課題について（答申案） 

（２） 第２期八王子市消費生活基本計画及び八王子市消費者教育推進計画の
改定について 

公開・非公開の別 公開決定後公開 

傍聴人の数 ０名 

 

・令和４年度第３回八王子市消費生活審議会 次第 

１.開会 

２.議事 
（１）第２期八王子市消費生活基本計画及び八王子市消費者教育推進計画に

基づく令和３年度事業実施の課題について（答申案） 

≪意見聴取≫ 

（２）第２期八王子市消費生活基本計画及び八王子市消費者教育推進計画の
改定について 

≪意見聴取≫ 

３.その他 

４.閉会 

 

・資料１－１ 第２期八王子市消費生活基本計画及び八王子市消費者教育推

進計画に基づく令和３年度事業実施の課題について及び同計

画の改定について（答申案） 

・資料１－２ 令和３年度実績・課題に対する教育推進会議・審議会委員から

の意見 
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・資料表紙  計画改定の方向性 

・資料２   第２期基本計画の取組と次期計画の施策（考え方） 

・資料３－１ 【国】第４期消費者基本計画の概要 

・資料３－２ 東京都消費生活基本計画（素案）について【概要】 

・資料３－３ （仮称）はちおうじ未来デザイン２０４０ 素案～長期ビジョ

ン（基本計画）部分～＜パブリックコメント資料（概要版）＞ 

・資料４   変化と現状・課題 

・資料５－１ 計画の理念と重要課題・施策 

・資料５－２ 市 策定について 
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会議内容 

１ 開会  

 

事務局  ： これより令和４年度第３回八王子市消費生活審議会を開会します。本日は、吉井委員と長

谷川委員から欠席のご連絡をいただいております。本審議会は、八王子市消費生活条例と

規則に基づき開催していますが、その運営にあたっては、本市全体の会議運営の指針であ

る「八王子市付属機関及び懇談会等に関する指針」に沿って行っています。会議の終了後

は会議録を作成し、当該会議で確認を得て、市ホームページ等で公表しなければならない

としています。このため、会議中は記録のため、音声録音をしておりますことをご承知お

きください。それでは、開会に先立ちまして、市民部長の立花よりご挨拶を申しあげます。 

事務局  ： 市民部長の立花です。先週、令和４年度第４回市議会定例会が終了し、今回の市議会定例

会では消費生活センター関連で質問が二つありました。一つは旧統一教会の関する質問で

した。消費者庁が対応しているということで、市の方はどうですかという問合せでした。

もう一つは、香害に関する質問でした。においの素となる柔軟剤に香りの成分が入ってお

り、人によっては悪影響があるということで質問を受けました。消費生活というものは本

当に幅広く、そもそも消費生活とは何かという原点を確認する必要がありました。消費生

活は社会情勢にとても影響を受け、人によっても感じ方が違います。また、市の 10 年間の

長期計画が今年度で終了するため、2040 年を目指して市の方向性を示す「八王子未来デザ

イン 2040」という長期計画が発表されます。これが市の基本計画となり、消費生活基本計

画はその個別計画になります。皆さまからのご意見や答申内容を踏まえ、良い計画を策定

したいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

事務局  ： 続きまして、朝日会長よりご挨拶をお願いいたします。 

朝日会長 ： 本日は、前回の審議会及び教育推進会議を踏まえて、答申案が議題になります。今後の計

画に関連しますので、忌憚なく色々な観点からご意見をいただければと考えております。

新型コロナウイルス感染状況については、大学でも学生の休みが増えてきました。新型コ

ロナウイルスを理由とする欠席通知が学生から多く届いています。大学としては対面を崩

さない体制であり、なかなか付き合い方が難しくなっている時期だと感じています。そし

て、生活の仕方も変わってくるところもあるので、色々と思うところが出てくるかと思い

ます。そういったところも踏まえて、自由にご意見をいただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

事務局  ： 本日配付資料の確認をさせていただきます。まずは「審議会の次第」、そして資料１－１

「答申案」及び資料１－２「教育推進会議・審議会委員からの意見」については、事前に

メール及び郵送しており一読いただいていれば幸いです。続いて、表紙に「計画改定の方

向性」、資料２、資料３－1～３、資料４、資料５－１～２を机上配付しています。お持ち

でない方はお申し出ください。資料をお手元にご用意をお願いいたします。また、Ａ４サ

イズの封筒には今後のイベント情報、直近の消費生活ニュース、本日会議後に見学する東

京たま未来メッセに関する資料を入れております。 

本審議会では、計画改定の方向性についてご意見をいただき、市長からの諮問に対する答

申をまとめることが目的です。１つ目の諮問「事業実施状況における課題」に対しては、

第１回・２回の審議会及び第１回教育推進会議でいただききましたご意見をもとにまと

め、事前送付しました。２つ目の諮問である「計画改定について」は、本日のご意見を参

考に１月上旬までに事務局がまとめ、皆さまに書面でお諮りし、会長・副会長のご了承の

もと答申することになります。それでは、審議会の進行を会長にお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いします。 
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朝日会長 ： それでは、ここから進行します。本日は、委員 10 名のうち８名出席いただいておりますの

で、八王子市消費生活条例施行規則第９条第６項の規定に基づき、会議は成立しています。

次に、次第の「議事」に入る前に、会議の公開・非公開を決定したいと思います。本会議

は「八王子市附属機関及び懇談会等に関する指針」に基づき、公開ということでよろしい

でしょうか。 

一同   ： 異議なし。 

朝日会長 ： 異議なしと認め、会議を公開とします。次に事務局から傍聴者について報告願います。 

事務局  ： 本会議場に傍聴席を設けましたが、今現在、傍聴者はおりません。この後、傍聴希望者が

あった場合は随時入場しますのでご了承ください。 

 

２ 議事 

 

朝日会長 ： 事務局から説明がありましたが、この会議では諮問に対する答申をまとめる今年度最後の

審議会となりますので、ご協力をお願いいたします。それでは「議事」に入ります。本日

の議事（１）は、「第２期八王子市消費生活基本計画及び八王子市消費者教育推進計画に

基づく令和３年度事業実施の課題について（答申案）」で資料１－１についてです。計画

改定については、先ほど事務局より説明がありましたとおり、本審議会後にまとめられる

ことになります。それでは、事務局より資料 1－１（答申案）について説明をお願いいた

します。 

事務局  ： 議事（１）諮問の１つ目である「第２期八王子市消費生活基本計画及び八王子市消費者教

育推進計画に基づく令和３年度事業実施の課題について(答申案)」資料１－１について、

ご説明いたします。今年度実施した市民意識・実態調査からの数字から見えた事や、これ

まで開催した審議会・教育推進会議でいただいたご意見等のエッセンスを取り入れており

ます。今回の答申（案）では、令和３年度事業実施の課題の解決として、ご覧の３つの内

容とさせていただいております。 

資料１－１内（１）重要課題１「消費生活の環境基盤整備」の達成目標である「八王子市

消費者団体連絡会」の加盟団体数に関しては、現加盟団体からの加盟するにふさわしい団

体のご紹介、市内に所在する生活協同組合の団体、消費生活フェスティバルに新規で出展

希望のあった団体を中心に、加盟へのメリットや意義についてお話をした結果、12 月２日

までに３団体が加盟いたしましたことをご報告いたします。引き続き加盟促進に向けて、

より一層努力することを望むとさせていただいております。 

次に（２）重要課題２「消費者教育の推進」の「自立し、行動する消費者市民を育む取り

組み」における「成年年齢引下げに関する教育・啓発」のあり方や今後の具体策について

は、審議会、教育推進会議の教育現場の先生方からも具体的で活発なご意見を沢山いただ

きました。若者のライフスタイルの一部になっている SNS の利用やデジタルコンテンツの

分かりやすさなどを有効的に活用し、学校教育現場の負担も軽減させた「成年年齢引下げ

に関しての消費者教育・啓発」の展開が望まれているとしました。その一方、若者の消費

者トラブルの要因に SNS の利用が高いと消費者庁の令和４年度版白書でも分析されてお

り、今後もトラブル増加傾向が推測されていることから、消費者教育には、知識と批判的

な判断力、責任や義務についての他に、情報活用能力等も養う要素が必要とさせていただ

きました。 

最後に（３）重要課題３「消費者被害の防止・救済」における消費生活センターについて

では、若者から高齢者まで、消費者被害に遭わないために必要なことは、ライフスタイル

に応じた消費者教育の提供の他に、トラブルに遭った時、トラブルになる前に相談できる

「消費生活センター」の存在、認知を高める工夫の必要があるとさせていただきました。

答申（案）の説明は以上です。 

朝日会長 ： ご説明ありがとうございました。資料１－１が答申（案）で１－２が今までの議論の根拠

となるものです。今の説明を受け、この答申（案）に何か修正やご意見はございますか。
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確認の期間が短ったかとは思いますが改めて確認願います。 

赤木委員 ： どこが課題として大きいのか自分なりに考えてみました。第２期八王子市消費生活基本計

画（令和４年２月追補）41 ページに、「計画の推進体制」の項目があり、よく見る概念図

が掲載されています。「取り組みの検証・評価及び公表」という項目では、PDCAサイクル

が掲載されています。市民意識・実態調査結果が配付されましたけれども、我々が注意し

なければならないこととして、以前から常にチェックしている「センターの認知度」があ

ります。本市の数字は比較するとどうなのか、他自治体をインターネットで探してみまし

た。東大阪市が約 50 万人、静岡市や相模原市が約 70 万人で、規模で比較するなら良い規

模だと思いました。国民生活センターが国民生活センターを知っていますかという質問を

しているので、各自治体のセンターも類似の質問をしているのだと思います。数字だけ見

ると、「場所も業務内容も知らない」が本市では 57％で多いと感じました。一方、先の３

つの自治体では 20～28％前後でした。よく設問を見てみると、「場所」というのはハード

ル高いと思いました。他自治体では場所ではなく、「消費生活センターの名前も業務内容

も知らない」という類似の質問をしており、全く知らない方が 20％前後という結果でした。

この比較が良いかどうかは分かりませんが、設問内の場所と名前の違いの影響で、本市は

認知度が低いのかなと思いました。今後、センターとして啓発を進めていくためには、他

自治体と比較できる体制を作っておいたほうが良いのではと思いました。今後調査実施の

際は設問について精査し、連続性は切れてしまいますが、他自治体との比較メリットを活

かして補強していくのが良いのではと感じました。 

本市の消費生活センターでは市役所内の各部署に働きかけて、情報共有や意見の吸い上げ

をよくやっていると感じます。これは自治体としてカバーしている部分です。もう一つは

いわゆる地域団体ですね、自治会や先程説明があった消費者団体連合会についてです。消

費者団体連絡会は、ボランティアで和気あいあいとやってきました。この連絡会の良さは、

各団体の性格・意識・経験等が違う中で、お互いに情報交換して高めていくという効果が

ある点です。また、それぞれ加盟している市民が違うので啓蒙活動を進めていく中で、と

ても重要なことだと思います。団体数が増えていくことは大歓迎でこれからも継続して加

盟促進に力を入れてもらいたいと思います。 

そういうことを進めると、PDCA サイクルの中で、審議会や審議会後の事務局はＰ（プラン）

の部分になるのかなと思います。色々と結果データを基に試行錯誤して意見をまとめて事

務局が起案するからです。PDCA の絵を描きながらも一つ一つの側面を補強していきなが

ら、今後の活動に充てていくべきかと思います。やはり原点に帰った方が良いのかなと思

いますし、伸びるところは結構伸ばしていると感じます。中身をつけたり、今増えてない

部分をもう一回活性化させるためにはどうすれば良いか、そういう風な部分のチェックの

仕方から入っておいた方が良いのかなと感じます。どの項目に何が当たるかということに

ついては、整理はできていないのですが、いろんな部分に関わってくると思います。少し

気になったところでございます。以上です。 

朝日会長 ： 貴重な建設的なご意見ありがとうございました。事務局から現段階でご意見等ありますか。 

事務局  ： 市民意識・実態調査について、全国やり方は様々ですけれども、各自治体で消費生活行政

を実施していますので、他自治体との比較ということもおっしゃるとおり大事なことだと

思います。そういう意味では、例えばアンケートで比較する場合、その設問が違うと一概

に数字が比較しにくいっていうのはおっしゃるとおりだと思います。赤木委員のご意見の

とおり、「場所」というのは「名前」に比べて確かにハードルが高いと思います。「名前

は知っている」と「名前と業務内容を知っている」という比較だとまた結果が違ったかと

思います。今回の調査は２年前の調査と比較したいという考えから設問を設定しました。

他自治体との比較を想定しておらず、２年前と同じ聞き方をしてしまったと、反省も込め、

次回その点も注意しながら設問を考えていきたいと思います。 

朝日会長 ： ありがとうございました。他にご意見ございますか。 

渡邊副会長： （３）重要課題３の２段落目と３段落目の文章でよく分からない部分があるので教えてく

ださい。２段落目では、調査結果から見ると消費者教育の中で若者にセンターの認知が高

く、一方、３段落目では、毎年センターがまとめている事業概要の統計データから見ると、

高齢者からの相談が圧倒的に多く、センターの年齢別認知度の割合と比例していることが
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わかると記載されています。おそらくここの文章は若者の認知度が高く、高齢者の認知度

が低いという反比例の形になるのではないかと思われます。そうするとおそらく今の文脈

は一貫しない矛盾した形のため、分析としても修正していただく必要があると思います。 

朝日会長 ： ありがとうございました。今の件について事務局から補足説明等ございますか。 

事務局  ： ご指摘ありがとうございます。事務局で整理し、会長及び副会長に確認いただいたうえで、

委員の皆さまへお示したいと思います。 

渡邊副会長： 若い方にはある程度認知度が高まっているというところで、被害が防げる部分もあると思

いますので、そのあたりを積極的に解釈しても良いのかなと思います。 

朝日会長 ： 他にご意見ございますか。 

佐久間委員： （２）重要課題２の２ページ一番下の段落部分について、動画等を通しての疑似体験、課

外授業や社会科見学等も行われているとありますが、より小中学校の社会科見学に消費生

活センターの見学を推進するのが良いのではないかと思います。 行政の方ですと学校教育

部へもっと働きかけ、八王子市教育委員会の方にももう少し事業のアプローチをして、そ

の見学時に小学生ですと 20 分程度、中学生でも 30 分程度の動画等を見せたり、補足説明

するとセンターの宣伝にもなるかと思います。是非ご検討ください。 

朝日会長 ： ありがとうございました。他にありますか。 

事務局  ： 以前にも佐久間委員から見学について当センターはどうかというお話をいただきました。

会場の広さやプログラム的に可能かどうかについて検討したいと思っています。小・中学

生への他の手立てとしては、小学校、中学校それぞれの家庭科や社会科の先生にお集まり

いただいて、副読本を作成しています。小学校では、副読本を授業の時、或いは買い物調

べの時やスーパーの見学時、副読本を持っていきながらお金の使い方や消費について学ん

でいく機会を提供させていただいています。副読本を作る資料作成委員会では先生方と一

緒に作っておりますので、是非そのことについてご意見を伺いたいと思います。 

朝日会長 ： ありがとうございました。大きな事ではないのですが、重要課題について、若年者や若者

は良いと思いますけれども、成年年齢引下げでは学生ですと大学生、小中高校生を生徒と

呼んでいると思います。例えば２ページの一番下に小中高が記載されていると思いますが、

学生とした方が良いでしょうか。学生という用語について意図があるのでしょうか。私は

学生というと大学生をイメージします。 

事務局  ： 実は国では、消費者教育に関する指針の見直しが行われており、この中では成年年齢引下

げなどについてはもっと義務教育の段階から定着させるべきであるということが書かれて

いました。そのため、義務教育もしくは小中高というような表記を頭につけました。一方

で、佐久間委員からは若い世代の人は SNS や動画の食いつきが良いのではという意見がご

ざいました。 学生というと、大学生をイメージしやすいので、文言整理については、本日

色々といただいたご意見を会長と整理して検討させていただきたいです。そして、皆様に

最終的な報告をお伝えしたいと思います。出来る事は努めていきたいと思っています。 

朝日会長 ： 本日は消費者教育の成年年齢引下げの話題が多いので、大学生も念頭に置くこともありな

がらも、義務教育課程などもあり、誰を対象にしているのかということが誤解の無いよう

に読めればと思っています。他にはございますか。 

中根委員 ： 大きく分けてご提案とご質問が３点あります。１点目は、重要課題２番のタイトル後半に

『「成年年齢引下げに関する教育・啓発」あり方や今後の具体策について』と記載があり

ますが、鍵括弧の後ろに「の」を入れたり、「について」や「に係る」などに訂正した方

が分かりやすいと思います。先ほどお話がありましたが、やはり学生という表記は若年層

という表記等もあるので、そこは児童・生徒・学生や若年層のどちらかに統一すると分か

りやすいかと思います。２点目は成年年齢引下げについて、せっかく実態調査をしたので

それについて記載してはどうかと思いました。現状ですと掲載はないのですが、例えば実

態調査報告書 86 ページを見ると、「引下げられたことを知っており、その内容を多少は理

解している」が 61.2％いるものの、88 ページの未成年契約の取消し権引下げの認知度は

「知らなかった」が４割弱に留まっているという現状など、統計から有意な結果を見せた

方がいいと思います。最後に３点目です。資料１－１の２ページ目後半の「市民意識・実
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態調査による若者（39 歳以下）の SNS の利用は 90％近く、良い面、悪い面について学ぶ情

報活用能力の育成は消費生活にも影響するであろう。」について、市民側の活用能力のこ

とを記載していると思うのですけれども、市民意識・実態調査を見ると、寧ろ市民は市か

らの情報提供を望んでいると記載してあります。こちらについては、市の事業の課題だと

思いますので、市からの情報提供をより充実させていただきたいと思います。 

朝日会長 ： ありがとうございました。ご提案についてのご回答がありましたらお願いいたします。 

事務局  ： 市からの情報提供を望むということについて、一方的に消費者側からの評価だけではなく、

市はそれに対してどう答えられるのかという視点が不足していたと感じますので、それを

踏まえて文章を見直し、改めて皆様にお示しさせていただきたいと考えています。 

朝日会長 ： ご意見を振り返ります。重要課題２の方のご意見を比較的沢山いただきました。義務教育

課程の中でのもう少し実践的なお話がありましたし、対象の学生の用語について記載を改

めて見直していただきたいと思います。また、市民側の活用能力に対して市からの情報提

供などの課題をもう少し改善が必要かと思います。そして課題３については、認知度と年

齢と相談件数の関係についてもお願いします。全体的にご意見をいただいたチェックの話

ですが、消費者教育もだいぶ加速しましたが、まだまだ取り組みたいこともあるので、

PDCAのC（チェック）のところをどういう風に行うかなど今後大事であると見ていただきた

いです。 場所については、以前は大事だったのですが、場所に限らず相談に繋がるというふ

うになってきていることもありますから、アンケートの分析の連続性との兼ね合いにもなりま

すが、時代の変化の部分も入るといいなと思いました。そして、中核市になってから中核市と

の比較が多いですよね。それぞれ地域差がありますが、そういったベンチマークの考え方は非

常に参考になるご意見だと思いました。 

それでは先に進めます。よろしいでしょうか。第２期八王子市消費生活基本計画及び八王

子市消費者教育推進計画に基づく令和３年度事業実施の課題について、今見ていたところ

ですが、いただいたご意見を事務局にご検討いただき、反映後皆様にご協力していただく

という流れで進めてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。引き続き、「議

事（２）第２期八王子市消費生活基本計画及び八王子市消費者教育推進計画の改定につい

て」の説明を事務局にお願いいたします。 

事務局  ： 議題２では、第２期八王子市消費生活基本計画及び八王子市消費者教育推進計画、こちら

については、２年間延長し令和５年度末までとなっており、令和６年度からの新たな計画

を作成します。資料「計画改定の方向性」をご覧ください。下の方に改定にあたってこの

３点を検討してきました。また皆様にもこの３点について資料をご用意させていただいた

ので、簡単にご説明いたします。 

１枚めくって資料２では重要課題として３つ取り入れています。１つ目が「消費生活の環

境基盤整備」、２つ目が「消費者教育の推進」、３つ目が「消費者被害の防止・救済」で

１ページにまとめてあります。特に囲いの部分は、実施していることを要約して記載して

います。 

次に資料３－１です。こちらが国の計画である第４期消費者基本計画の概要です。前回ご

覧いただいているのですが、上段の２章では消費者の多様化或いは社会情勢の変化、そし

て課題分析するとぜい弱な消費者の増加、デジタル化、持続可能な社会の実現に向けてな

どを踏まえ、５章に重点的な施策の推進として５つ柱を掲げています。１つ目の消費者被

害の防止から５つ目の消費者行政を推進するための体制整備について記載されています。

最下段の４章は政策推進のための行政基盤の整備が記載されています。その中で PIO-NET

は全国の消費生活センターと繋がり、情報の一元化がされており、そういった情報・人材・

財政等という中での整備について記載され、柱として政策に関わるようになっております。 

続いて資料３－２は東京都の計画についてです。東京都では、計画改定を今まさに進めて

いるところであり、現行計画が令和４年度末までであり、令和５年４月から新しい計画で

次の５年間を進めます。東京都でも同じように審議会が開催され、そこで出される答申を

踏まえ、事務局で計画を策定している最中で、こちらはその概要です。ここでのポイント

は３つあります。一つ目は、サステナブルなライフスタイルの推進です。２つ目のデジタ

ル社会の急速な進展に伴う新たな課題への対応、この２つのポイントを踏まえて基本計画

を策定しているところです。そして下段に記載されている基本計画の構成は、視点１「主
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体的な消費行動への変革の促進」、視点２「デジタル社会及びグローバル社会への対応」、

視点３「多様な主体との連携・協働による取組の強化」から成り立っています。政策１の

「消費者被害への事前防止と拡大防止」から政策５の「消費者被害の救済」というところ

まで柱が５つあるという作りです。 

資料３－３については、部長が冒頭の挨拶の中で話をしましたが、現在、本市では長期計

画の策定が終わり、来年４月から「八王子未来デザイン 2040」という名で、2040年を見据

えて 2030 年までの８年間の計画が始まりますので、ここでお示しをするという段階にな

っております。その概要を資料としました。目標達成に向けたキーワードが表示されてお

り、未来を拓く原動力として「地域自治」と「共創」を掲げています。「共創」はあまり

聞かない言葉かと思いますが、多様な立場の人たちと対話しながら新しい価値を共に作り

上げていくという意味合いで使われています。ここに「地域自治」と「共創」を推進する

エンジンとなりキーワードでもある「デジタルトランスフォーメーション」と「カーボン

ニュートラル」の２つを、どのような計画にも入れ込んでいき、この 2040 年を見据えて、

SDGs の最終年度である 2030 年度までの８年間の間での計画を実施します。 

そして資料４では、今の社会情勢の変化、新型コロナウイルス感染症拡大を契機としたそ

れぞれの事象、それ以外にも消費者を取り巻く社会状況や成年年齢などの法令もかなり変

化しているため、こういったことも踏まえながら、計画を細かく策定していく必要がある

と考えています。その現状を現在細かく分析しており、そちらは下段に表しています。 

そして資料５－１を飛ばしていただき、先に資料５－２をご覧ください。こちらは今年度

の第１回消費生活審議会の時にお示ししましたが、再度お示しします。右下の４つ目の現

行計画と今後策定する計画の基本的な策定方針について、斜線がかかっていないところに

なりますが、市の「計画の理念」と「重要課題・施策」が空欄になっています。ここを今

年度は審議会のご意見を踏まえながら作っていきたいと考えています。そしてその先来年

度は具体的な事業の策定を進めていきたいと考えています。 

資料５－１に戻ります。本市の第１期と第２期計画を比較しています。当初の第１期計画

で重要課題というワードを使って３つの柱を立て、表は現在までの流れを矢印で示してい

ます。その第１期、第２期を経て、次期計画の理念と施策を記載しています。事務局とし

てご意見をいただきたいのはここについてです。今までご説明した中で、理念としては、

第２期の計画でお示ししている「安全・安心な消費者市民社会の実現」と考えています。

この消費者市民社会の実現というのは、消費者教育推進法第２条で消費者市民社会につい

ての言葉の定義がされていますが、それと本計画でも同じことが位置づけられています。

それは自らの消費生活というものが将来の社会情勢や地球温暖化に影響を及ぼすことを自

覚して、持続可能な社会の形成に積極的に消費者の皆様が参加する社会にしていこうとい

う大きな理念であり、根本的な考えを示しています。消費者の救済ということに目が行き

がちですが、それよりももっと大きなテーマで取り組んでいましたし、これからも取り組

んでいきたいと考えています。今までは重要課題ということで、新たに計画を作った時か

ら「課題」という位置づけでした。事務局で整理した結果、ここは「施策」という位置づ

けで表現したいと考えています。１つ目は、「消費生活環境の整備」、２つ目は、「消費

者教育の推進」、そして３つ目が「消費者被害の防止・救済」という３つの柱を施策とし

ています。それぞれ市の各部署との庁内会議を受け、そこから出た意見を審議会に報告さ

せていただきながら、具体的な計画の形にしていきたいと考えています。最後に、最下段

に位置する「デジタル社会への対応」「持続可能な社会の実現」「人とひととのつながり

の創出」という３つの視点を踏まえて策定していきたいと考えています。これに対してご

意見をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

朝日会長 ： ご説明ありがとうございました。それでは２番目の答申に関してのご説明ということで、

消費生活基本計画及び消費者教育推進計画の背景と改定の方向性についてご説明をいただ

きました。計画の理念と重要課題の項目について、本日ご意見をいただきたいところなの

ですが、ご提案としては、計画の理念については現行計画に引き続き、「安全・安心な消

費者市民社会の実現」ということ、それから重要課題については用語を「課題」から「施

策」へ変更するということ、内容については「消費生活の環境基盤整備」を「消費生活環

境の整備」として、残りの２つ「消費者教育の推進」、「消費者被害の防止・救済」の言

葉は、このまま「施策」とするということです。それではご意見をいただくにあたり、参
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照いただいております市民意識・実態調査報告書を改めて参考に、先程の事務局のご説明

に対してご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

清水委員 ： 消費者教育の推進の件で意見を出したいと思います。学生や小・中学生は、皆さん、集団

に所属していく時には色々な勉強もしやすいですし、集まって色々な経験をすることが多

いと思います。高齢者の方の被害がとても多いということなので、高齢者の方にどんな形

でそういった教育をしたら良いのかということが１つ課題になると思います。そして町会

自治会連合会からの委員さんも本日出席していますが、町会自治会連合会の方は町会を通

して色々やってもらっていると思います。もう１つの流れとしては、女性の方は健康体操

など健康のために市民センターなどで活動をしていたりしますので、そういった市民活動

を定期的に開催し集まっている方々が、興味を持つような感じで出張講習を定期的に開催

して、こちらからアプローチしていくのはどうでしょうか。 

朝日会長 ： ありがとうございます。消費者教育の推進の１つですね。他にご意見などございますか。 

野崎委員 ： 先程、消費生活センターの認知度が低いというお話がありましたが、はちまるサポートや

社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センターなどに寄せられた意見は、消費生活センタ

ーへ入ってくるものなのでしょうか。 

事務局  ： ご意見というよりもご相談やこういうことがあったという情報提供のようなものの方が多

く、具体的に当センターにこういうことをやってほしいというお話よりは、苦情や相談な

どを承ることがあります。 

野崎委員 ： 先程、地域のお話がありましたが、消費生活センターという話題があまり表に出てこない

ので、地域の人は消費生活センターというものが、どういうところなのか疑問に思う方が

多いと思います。出前講座などもやっているのでしょうか。 

事務局  ： はい。出前講座もやっています。出前講座はニーズがあり、こういうことを聞きたいとい

う意欲があるところにこちらが出向くので良いのですが、なかなか悪質商法やこういうこ

とに気を付けましょうということは、耳が痛くなるようなお話なので、皆様が聞きたいと

思うような内容ではないかと思います。ですから消費生活はとても幅が広く、文化的なと

ころまで踏み入れるような側面もあるので、豊かな消費生活のためになるというキーワー

ドを基に、講座などを発信して興味を沸かし、話を聞いてよかったなという見せ方や出し

方が今後必要だと思っています。 

野崎委員 ： 結構心理的に被害に遭うと自分が悪いと思ってしまったり、他人の力を借りず自分で解決

しようと思ってしまうことがあるのですが、実際に被害者は名乗りあげることが出来ない

のかと思いました。 

事務局  ： 消費生活フェスティバルというイベントを２月の第１週目の土曜日に開催しており、悪質

商法などに高齢者が被害に遭わないように、ミニ講座をプログラムに載せて実施するので

すが、やはり利殖や投資に関係するようなことの方が、多くの人がよく集まります。悪質

商法などのお話は食いつきが悪いので、一般的には野崎委員がお話された通りに見られて

いるのでは、とフェスティバルの状況を見て感じています。 

野崎委員 ： 連合町会で話題には出るのですが、皆で気を付けましょうということなので共有していき

たいと思います。 

事務局  ： まずは清水委員から貴重なご意見をいただきました。清水委員からは、集団に属している

学生は教育や啓発ができますが、集団に属していない高齢者の方々そういうところを強め

ていく必要があるとのご意見でした。そして野崎委員からは、町会に属している方のご意

見をいただきました。被害者本人への啓発機会の必要性と見守りという言い方をしている

のですが、高齢者の周りの方への啓発として、例えば今年度重点的に取り組んでおります

のは、高齢者あんしん相談センターと共催で見守り講座を実施しています。高齢者あんし

ん相談センター職員とケアマネジャーの方向けに、コロナ禍でもありますのでオンライン

で、講座を開催して啓発しています。また、その他にも町会や自治会で出前講座を実施し

ています。教育啓発は継続して取り組まなくてはいけない課題と思っており、１つとして

は悪質商法などについは時代の変遷に合わせて巧妙な手口になってきていますので、終わ

りのないことだと思っています。引き続き取り組んでいきたいと考えています。 
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朝日会長 ： ありがとうございました。他にはありますか。 

渡邊副会長： 意見と質問両方になるのですが、今回施策ということで重要課題から名称を変えるとのこ

とですが、この３点の環境整備、教育推進、被害者防止・救済は揺るがない軸だと思って

いるので、賛成意見を出させていただきたいと思っています。消費者環境の整備について、

基盤の整備と書かれているところがありましたが、基盤というところがどういった意図で

フレーズを変えられるのか、ご説明をお願いします。 

事務局  ： 計画は行政内部だけが分かっていれば良いものではなく、やはり市民が読んで分かりやす

さの必要性を感じています。市でも基盤整備などの言葉を使いますが、そこはこだわらず

にお示しの通り、内容を変えるのではなく市民の日頃の消費生活の環境の方が捉えやすい

と思い、変更しました。 

渡邊副会長： わかりました。ありがとうございました。 

佐久間委員： 特定の方に向けたアプローチのことですが、NHK「わたしはだまされない」という番組が分

かりやすい事例や事案を提供しており、その番組のように高齢者へアプローチしてみるの

はどうでしょうか。例えば、年に１回落語家さんを呼んで面白おかしくしてもらい、落語

講座といいますと年配の方にも親しみがあるので集まりやすいのではと思うので、ソフト

なアプローチをしてみるのはどうかなと思いました。 

百瀨委員 ： 消費者被害の防止・救済は大変重要なテーマになるのですが、市民意識・実態調査 71 ペー

ジを見ておりますと、消費生活トラブル時に相談しなかった理由として、「相談してもう

まい解決策があるとは思わなかった」、「被害が小さかった」ので相談しなかったなどが

あります。なかなか相談されないということが現状だと思うので、是非市のホームページ

やメール配信などで解決方法や相談の事例をご紹介いただければと思います。それによっ

て消費生活センターの認知度も上がると思っています。現実的には中々難しいことだと思

いますがよろしくお願いします。 

朝日会長 ： ありがとうございます。佐久間委員からは引き続き具体的な事例のご紹介をいただき、あ

りがとうございました。そうですね、市民意識・実態調査の方は根拠がありますね。解決

策があると思わなかったというところが認知度と連携しているので注目すべきかもしれま

せん。 

事務局  ： 会長からもお話いただきましたが、１つは認知度にも影響しているというところがあるの

ではないかと思っています。相談する前に解決方法があるのか分からなかったという方、

知らなかったという方も中にはいるのかもしれません。当センターでは消費者被害の救済

だけではなく、消費者の自立も促しています。救済の例としては、内容によって事業者と

の間に入ってあっせんまでするケースがあります。当センターの事業概要には、金額につ

いては一部把握できた範囲ですが、昨年度 1.2 億円程度の救済実績があります。是非頼っ

ていただきたいですし、共に解決に導ければと思います。 

百瀨委員 ： 是非アピールをお願いします。 

赤木委員 ： 先程百瀨委員が事例を挙げられたので、相談してもうまい解決策があるとは思わなかった

というふうに見た時、市民意識・実態調査 70 ページのトラブル時の相談先・相談相手のグ

ラフは、重要だと思いました。商品を購入して何か起きてしまった際、購入したお店やそ

のお店の勧誘員・営業担当者等、サービスセンターやカスタマーサービス、家族や友人、

メーカー、そして５番目に消費生活センターに相談するという現状があります。それは上

記の人に相談した上でも良い解決策が出なかったということを我々が市民の目線になり気

が付いて、消費者生活センターの認知度をもっと上げていかないとこの結果は変わらない

のだと思いました。この結果を消費生活センターへ市民が相談したい時に、１番最初の相

談窓口や機関になるという認識を広めて持っていただくことができましたら、残念な結果

になってしまうという事例が減ってくるのではないかと思いました。そのように振り返っ

ていただくのはどうですかと思いました。我々が努力しなくてはいけない部分であるとも

思います。 

事務局  ： 私は日々相談者が当センターに来られた時、受付をしているのですが、やはり賢い消費者

に向かっていくことが一番大事なのではないかと思っています。そのため、消費者教育の

推進を掲げています。消費者が何かを購入した際、その場で納得いかないことがあったと
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申し出ることができれば、わざわざ当センターへ相談に来る必要はないと思いました。そ

の場ですぐに解決できることもあると思います。つまり、このグラフで当センターが一番

上に来ることについては、あまり良いことではないのかと思います。 

渡邊副会長： 要望ですが、消費者被害を生み出している一定の業者は出てくるのですが、そういった事

業者に対して、消費者生活センターは寄せられる相談案件について、同一事業者が繰り返

しているということをある程度把握されているはずだと思います。条例上の悪質事業者名

の公表や指導を積極的に活用していっていただきたいと思います。なかなか事業者側にも

言い分や弁護だったりという事もあったりするので、直ぐに活用できないというのは理解

できるのですが、もっと積極的に活用していくと、先程もお話があった環境整備などに繋

がっていくことになるのではないかと思いますので、活用していただきたいです。 

朝日会長 ： ありがとうございます。 

事務局  ： 現状ではそこまで至っておりません。基本計画の資料編に八王子市消費生活条例を掲載し

ているのですが、第 18 条に指導及び勧告があります。渡邊副会長のお話の通り、「市長

は、第 16 条各号に規定する不適切な取引行為がなされていると認められるときは、事業者

に対し、是正するよう指導することができる」と明記しております。第 18 条第２項では、

正当な理由がなく指導に従わないときは、本審議会の意見を聞いて勧告することができる

ということなので、指導までは審議会を開かなくてもできると明記しています。勧告に従

わない場合は、第 19 条に基づき公表することができると明記しています。現状、取り組め

ていないのですが、かといって何もしていないということではなく、PIO‐NET という全国

に繋がっているネットワークの中に相談内容を入れて、それを吸い上げて東京都の方では

調査をし、警察にも情報が見えるようなシステムになっております。個人情報については

見られないようになっております。そして、警察が自治体に対して、文章で事案について

どのような相談だったかということ、その相談の資料を求められることがありますが、そ

の際は情報を提供しています。東京都では、取り締まりなどを行う取引指導課という専門

部署がありますが、本市では情報提供に留まり、指導まで至っていないのが現状です。ま

ずは研究をしながら、引き続きそういうことに取り組んでいきたいと思っています。 

朝日会長 ： 現状についてもご説明いただきありがとうございました。なかなか表には公表されないよ

うなことなのでお聞きをしてみないと、実際にどういうような対応をしているのか分から

ないのでご説明があり、よかったと思います。もしかしたら相談してもという存在感の話

にもなってしまうところもあるかもしれませんけれども。他にご意見はありますか。 

中根委員 ： 施策のことですが、１番に「消費生活環境の整備」とありますが、この消費生活環境とい

うのは具体的に何のことを指すのでしょうか。消費生活についてはとても参考になると思

うのですが、この消費生活環境は具体的にどのようなことなのでしょうか。というのも、

資料５－１の第２期の方を見てもらいたいのですが、１消費生活環境基盤の整備の下に安

全・安心な市内消費環境の整備とありますが、話題に出た通り、やはり市内外で消費者問

題は起きています。やはり市の予算や出来る事には限りがあると思うので、この消費生活

環境を市内に留めるのか、市内外と捉えるのか、どうやって解釈したら良いのかについて

ご意見をお聞きしたいと思っています。 

朝日会長 ： ありがとうございます。事務局から説明をお願いします。 

事務局  ： 具体的な施策又は事業については、消費生活基本計画をご覧いただくとイメージが湧きや

すいかと思います。基本計画の 29 ページ付近ですが、実際にどんな事業を取り組んでいる

か記載しています。現行では、環境基盤整備といいますと色々なことを指しますが、その

中の１つは関係機関との連携強化になっています。情報を発信していくというのも大事で

すし、情報を共有した中で取り組んで行っています。様々な機関とのネットワークを強化

するのもこの消費者環境の１つに含まれています。市内に向けてイベントか何かで情報収

集や整理をし、ここのカテゴリーの中で他の所管とともに事業を進めています。 

第２期の時は消費生活というグローバルな形で、ネット環境も今はありますので、市外も

含めて全ての消費生活として基盤を整備していこうということでした。今回はそこを絞り

ました。端的に言うと市内という形で対応しました。消費生活という広いところから、本

市の計画ですから消費生活という市内の環境、事業者も市内、消費者も市内、その中でい

かに環境を整備していくということが施策ということに整理しています。課題の時は解決
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すべき問題でしたが、今回は策を施すとして絞り、「の」の位置を変えて狭めました。 

朝日会長 ： ありがとうございました。被害に遭わない、救済する、防止するという観点と、自分で主

体的に解決できるのが良いというお話がありました。市民意識・実態調査 54 ページで、個

人が主体的に行動できる点について、日常生活で心掛けていること、やっていることの表

を見ると、マイバッグ持参や食べ残しを減らすが減っているように見られます。サステナ

ブルが今話題になっていると思うのですが、なぜこのような結果になっているのかと疑問

に思いました。そしてそれと関連して、47～48 ページに書いてあるように、２年間という

短い期間という要因もありますが、エシカル消費という言葉の認知度はあまり変わらない

ように見えます。消費者被害については耳が痛くなるのであまり話さないというお話があ

りましたし、主体的に考え行動することが大切ともお話がありましたが、この調査でお見

受けできる中で、何か見解はあるでしょうか。 

事務局  ： 今いただいた問７は、確かに令和２年度と比べると減っていますが、この点の分析はまだ

出来ていません。 

朝日会長 ： はい、分かりました。ありがとうございます。２つ側面があるのではないかと思いまして、

TV で知らないうちにとか、無自覚で被害に遭ってしまうということや、消費生活にどれく

らい自覚的になるかという部分も大事になってくると思います。それに関連して２つの側

面に分けてアンケートを書いていただいたと思うのですが、それについても関連性がある

のではないかと思いました。先程、消費生活を意識的に考えて送れるようになると被害は

減るのではないかとお話がありましたが、それはまた別の事ではないのかと思いました。

その辺りを窓口で見る中で何かコメントはございますか。 

事務局  ： 色々な相談先が充実してくると、基本的には自分で考え判断するということが、相談先に

判断してもらいたい、やってもらいたい、交渉してもらいたいという他人任せの楽な方向

に向かってしまう傾向があるかもしれません。相談業務を見ていますとそう感じることが

あります。消費生活相談では助言した上で、基本はご自身で解決できるところは、ご自身

で行動してもらいます。人によって、また年齢によって認知能力や判断能力は、異なるた

め、相談員は相談者一人一人のパーソナリティーに応じて、足りない部分を補いながら解

決に向けています。常に相談者が何を求めているのか、何を解決したいのかという意思を

確認しながら対応しています。他方で、消費者被害に遭わない安全・安心で、持続可能な

より良い社会を築くことに繋がる、どんな方でも自発的にそういう意識をもって生活して

もらうための消費者教育・啓発を行うことが、消費生活行政の考え方だと思っています。

今後は SDGs、エシカル消費などでも、ご自身で出来ることを何かを１つでも続けていただ

きたいと思っています。そして、その続ける人の輪を広めていただきたいと思っています。

今後は高齢化、単身化というあらゆる面での格差が開いていくということを、家政学院大

学の上村先生もおっしゃっていたのですが、そういう格差社会の中において、自分がやれ

ることはやる、やれないことは相談に頼るという思考を持ち、相談できない場所はないと

いう認識を持っていただいていきたいと思っています。あらゆる格差をどうやって埋めて

いくか知恵を出し合い、繋がりの中から解決していくという循環型社会にしなくてはいけ

ないのかと思いました。 

朝日会長 ： よく分かりました。やはり私の意図としては、主体的に関わると被害に対する態度は違っ

てくるのではないかと思うのですが、その観点で見たときに主体というのは基本構想や自

治などの背景には自発的に主体的に動いていくということで、あとは公共サービスなどの

維持の問題よりも、今までは議会形式で意見をもらい、その行政がどうするのかというこ

とでした。これからは直接関わるといいますか、維持・管理に直接関わるようになったり、

それは海外の事例なのですが、昔のコモンズのような感じなのですが、要は自分たちで管

理していくという方向性になったりするという流れになってきていると思います。そうい

った意味で、すごく主体的に消費が関わっていくという背景があるのではないかと思いま

した。改めてこの３つの言い方である、消費生活環境の整備、消費者教育の推進そして、

消費者被害の防止・救済は変える必要がないと思いました。資料５－１の下の方に、この

中で環境の方が大きく変わっているとありますが、デジタル社会になり便利さも変わり、

それに伴ってリスクも増えてきていますし、持続可能な社会というのもやはり自発性もあ

りますし、今まで沢山ご意見をいただいた通り、繋がりというものにはアレンジというも

のがあるのだと思います。下の部分の強調が必要なのではないかと思います。他にござい
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ますか。 

佐久間委員： 先程会長がご指摘された 54 ページのマイバッグを持参するや食べ残しを減らすというと

ころが昨年度よりも減少しているとのことでしたが、疲れが出てきているのではないかと

思います。数年前にマイバッグをスーパーに持参するようになってから、ポイント５ポイ

ント付与や３千円以上購入したお客様にバッグ贈呈というものをスーパーも前のめりに取

り組んでいました。皆様がマイバッグを持参することが当たり前になってきますと疲れが

出てきたという結果なのではないのかとも思いました。今までは消費者もスーパーの方も

前のめりだったのですが、浸透してきたので第１段階が終わりということではないかと思

いました。そうしますと結局エシカルの方も最初は前のめりに取り組んでいくと思うので

すが、数年経ちますとそれが当たり前になっていき、そうなっていくとこのようにデータ

が落ち込んでいくのではないかと思いました。 

赤木委員 ： 東京都の基本計画がよくまとめてあると思いました。計画の基本的な考え方で、サステナ

ブルなライフスタイルの推進はまさに賢い消費者作りなのではないかと思いました。積極

性を持った消費に対して前向きな取り組みだと思っておりますので、これは推進していく

べきだと思いました。デジタル社会の急速な進展に伴う新たな対応ということで、それに

は悪質商法が出てくると思うのですが、それに対する公的な知恵を養うのも大事になって

いくのではと思いました。そうしますと、その二面性の理解がしやすいと思いました。今

回八王子市で作ろうとしている案で、同じ目で見ようとすると、重要課題１の環境基盤整

備、それから２の消費者教育の推進、３の消費者被害の防止・救済、３の方がデジタル部

分では割と近いのではないかと思いました。１，２がサステナブルなライフスタイルの推

進プラス３の一部なのではないかと思いました。少し関連性を込めてまとめて掲載した方

が読んでいて分かりやすいのではないかと思いました。この３つの立て方ですと、なんと

なく伝わるのですが、そういう整理をしてもらった方がいいのではないかと思いました。

賢い消費者作りにすごく目を向けた立て方と、それから何か起きた時はこういう対応をし

ていくという、そして八王子市はこうしていくと、そういう整理の方がパッと見てわかり

やすいような気がします。これを読んで理解して現場で動く時に東京都方式のような形の

方が分かりやすいのかなと思いました。 

朝日会長 ： ありがとうございます。３つの位置づけですね。背景として書いてある三角形の下の３つ

の部分は、東京都の書き方でいうと前提にあたるのかなと思います。ここは少し整理が必

要なところだと思います。それでは、一旦整理をします。概ねこの３つの施策の原案につ

いては、むしろその中身について議論いただいたということで、これについてはこれでい

くというご意見だと思います。いただいたご意見は多く、それぞれ教育の推進や生活環境

の整備や被害防止があるのですけれども、対象をどれくらい包摂しているか、カバーして

いるかという部分の観点が多かったと思います。例えば、そのアプローチするのに、地域

の団体や町自連よりも市民活動の場を通じてという方が少しまだ余地があって、そこを強

化していったら良いのではないかということでした。どのように包摂していくか、カバー

していくかというところだったのではないかなと思っています。例えば、認知度の低さや

高齢者向けのアプローチについて、どういうアプローチをすれば効果的になるのかという

視点があったかと思います。それから被害防止や解決策について、消費生活センターの位

置づけについてのところもやはり消費生活環境の整備についてということで、ここもそう

いったところに整理されるところかなと思います。事業者へのアプローチについても一つ

課題としてご意見をいただいたところです。ここは消費生活環境の部分にも入ると思いま

す。色々な仕方があって、そういうことまで消費生活センターが実施しているんだという

見方や存在感あるかもしれません。あとは賢い消費者というところですね。やはりそこに

向かって行くというご意見ありました。それに対してこの３つの施策をどう示していくか、

デジタル社会への対応、持続可能な社会の実現、人とひととのつながりの創出を背景の中

で、この３つがどのように位置づけられるかというところを、分かりやすい示し方にすべ

きであるというご意見をいただいたかと思います。よろしいでしょうか。様々なご意見あ

りがとうございました。 

それでは、「第２期八王子市消費生活基本計画及び消費者教育推進計画の改定について」

は、事務局が答申案にまとめ、皆様に書面にて確認いただき、決定していきます。お目通

しいただき修正等があった場合の最終の確認は、会長・副会長に一任していただくという
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ことで、よろしいでしょうか。 

一同   ： 異議なし。 

次に、３その他として事務局よりお願いします。 

 

３ その他 

 

事務局   ： 本日配付しましたチラシについては、冒頭でお伝えしております通り、２月の第１週目土

曜日に消費生活フェスティバルがあります。是非足運んでいただければと思います。 

朝日会長 ： ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。他に質問がないようであれば審

議を終了いたします。 

 

４ 閉会 

 

事務局  ： 本日の会議録は事務局でとりまとめ、皆様にご提示して確認をしていただきます。修正等

が出た場合は、必要に応じて各委員に連絡のうえご確認をいただき、会議録を決定します。 

朝日会長 ： それでは、以上をもちまして、本日の議事は終了となります。進行を事務局にお返ししま

す。 

事務局  ： 会長には、審議会進行ありがとうございました。また、委員の皆様、長時間にわたり御審

議いただきましてありがとうございました。最後に、これまでご協力いただきました委員

の皆様へ市民部長より御礼のご挨拶をさせていただきます。 

事務局  ： ご意見やご指導ありがとうございます。事務局で答申案をまとめ、皆様にご確認いただく

ことになりますが、本当に様々なご意見をいただいて、そういう視点もあるのだなという

ところを改めて認識しました。情報提供になりますが、地域自治ということで市が進めて

いる地域づくり事業というものがあります。ご案内差し上げますけれども、本日庁内で情

報提供があり、翌年 １月 28 日土曜日に、八王子駅北口駅前八王子スクエアビル 12 階の学

園都市センターのホールで、公開パネルディスカッションをするイベントがあります。是

非来場又は無料動画配信をご覧いただきたいと思います。市が今進めている市内 37 カ所

の中学校区の地域のうち、元八王子、恩方、城山の中学校区でそれぞれこれからどうして

行きましょうかという地域自治の事業展開をしていますので、その件についてのご報告会

があります。そういった中、デジタルトランスフォーメーションやカーボンニュートラル

もそうですけれども、消費生活についても先程色々なところで情報発信したらという流れ

の中で、横軸で地域という切り口がありますので、地域にそういう情報を提供して、消費

生活ではこういうことがありますよという情報発信ができるかと思います。またイベント

についてはご案内を差しあげます。本審議会は本日が今年度最後の予定です。本日はどう

もありがとうございました。 

事務局  ： 以上で、本日の審議会を終了いたします。ありがとうございました。この後、東京たま未

来メッセの施設見学に徒歩でご案内いたしますので、移動の準備をお願いいたします。 

 

 


